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　3月6日　「外来対応医療機関」の一覧の更新。


 


県民の方へ


　


新型コロナウイルス感染症を疑う症状（のどの痛み、発熱等）がある場合


	重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦等（以下同じ））以外で症状が軽い場合は、国が承認した検査キットを用いて検査を行い、陽性だった場合は自宅で療養を開始しましょう。陰性だった場合は、症状がある場合のマスク着用や手洗い等の基本的な感染症対策を継続しましょう。
	重症化リスクの高い方や、症状が重いなど医療機関（外来対応医療機関）の受診を希望される方は、事前に連絡したうえでマスクを着用して受診しましょう。
	どの医療機関を受診したらいいかわからない場合や受診にあたり不安がある場合は、県庁内に設置する、総合健康相談窓口（24時間対応）又は各保健所相談窓口へご連絡ください。なお、受診可能な医療機関は外来対応医療機関一覧でご確認ください。
	発熱時の体調不良に備えて、新型コロナウイルス抗原定性検査キット（体外診断用医薬品）、解熱鎮痛剤を準備しておきましょう。
	詳しくは「新型コロナウイルス感染症への対応について」の「体調に異変を感じたら（国民の皆様への周知）」 [PDFファイル／2.44MB]をご覧ください。



（夏休みの感染拡大に備えた対応について）


	医療機関等が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めるため受診すること（とりわけ救急外来を利用すること）は外来ひっ迫の一因となるため、これらを目的とした受診はお控えください。



医療費の公費支援について


令和5年5月8日以降は新型コロナウイルス治療薬の費用（薬剤費）以外の外来医療費は、検査費用を含め自己負担となります。


公費支援の対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」「ベクルリー」「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」になります。


新型コロナウイルス感染症にかかる健康相談窓口


・体調が悪化した場合や症状についての相談はまずは診断を受けた医療機関又はかかりつけ医へお願いいたします。


・どの医療機関を受診したらよいかわからない場合や受診にあたり不安がある場合は、下記の窓口へご相談ください。新型コロナの診療を行っている医療機関（外来対応医療機関）のご案内や症状に関する相談をお受けしております。




○24時間対応（土日祝含む）


	 	対応区域	電話番号
	総合健康相談窓口（受診相談・体調急変時の相談など）	県内全域	058-272-8860



○平日　9時00分から17時00分


保健所相談窓口


 	所管区域	保健所名	電話番号
	羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡	岐阜保健所	058-380-3004
	大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡	西濃保健所	0584-73-1111（内線472）
	関市、美濃市、郡上市	関保健所	0575-33-4011（内線378）
	美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡	可茂保健所	0574-25-3111（内線288）
	多治見市、瑞浪市、土岐市	東濃保健所	0572-23-1111（内線384）
	中津川市、恵那市	恵那保健所	0573-26-1111（内線231）
	高山市、飛騨市、下呂市、大野郡	飛騨保健所	0577-33-1111（内線309）
	岐阜市	岐阜市保健所	058-252-0393



外来対応医療機関


	受診の際には医療機関に事前連絡してから受診していただきますようお願いいたします。また、医療機関を受診する際はマスクの着用をお願いいたします。
	小児の受診をご希望の場合は、小児対応が可能な医療機関に事前連絡をしてから受診していただきますようお願いいたします。
	ラゲブリオ、パキロビッドパックの投与対象者は重症化リスク等を有している方になるため、医師とご相談ください。（服用している薬等ある場合は必ず医師に伝えてください）
	ゾコーバの処方は必ずしも処方されるわけではありませんのでご了承ください。（服用している薬等ある場合は必ず医師に伝えてください）



 	外来対応医療機関一覧
	
岐阜市（1月10日時点） [PDFファイル／563KB] 


	
岐阜圏域（3月6日時点） [PDFファイル／557KB]


	
西濃圏域（3月6日時点） [PDFファイル／422KB]


	
中濃圏域（3月6日時点） [PDFファイル／462KB]


	
東濃圏域（3月6日時点） [PDFファイル／361KB]


	
飛騨圏域（3月6日時点） [PDFファイル／267KB]





・内容については随時更新します。


・内容について変更を希望される医療機関の方は下記の申請書をご提出ください。

○後遺症患者への診療を行っている医療機関についてはこちらをご確認ください。


医療機関の方へ


外来対応医療機関について


5類移行後（5月8日以降）は「幅広い医療機関が新型コロナ診療に対する体制」に移行します。これまで診療経験のない医療機関においても「外来対応医療機関」として発熱患者等の受入れにご協力をお願いします。


外来対応医療機関とは発熱患者等に対して診療を行う医療機関のことで、県において指定、公表を行っています。なお、5月7日までに「診療・検査医療機関」として指定された医療機関は「外来対応医療機関」とみなしますので、改めての申請は不要です。これから発熱患者等に対して診療を行う医療機関については、指定申請をぜひご検討ください。指定についての条件等は以下の要綱をご確認ください。


	岐阜県外来対応医療機関指定要綱 [Wordファイル／22KB]



外来対応医療機関の指定・変更の手続きについて




　指定を希望される方や内容変更等を希望される方は各提出先に必要書類を郵送してください。


新たに外来対応医療機関の指定を希望する場合


	 	医師会会員	病院協会会員	左記以外の医療機関
	提出先	所属する地域医師会	病院協会事務局	
感染症対策推進課　医療・検査体制対策室　検査対策係


〒500ー8570　岐阜市薮田南2-1-1


	必要書類	
外来対応医療機関指定申請書 [Wordファイル／14KB]、（別紙）基本事項 [Wordファイル／20KB]


※県からのお知らせ等はメールを使用しますので、メールアドレスの記載漏れがないようにお願いします。







指定内容の変更を希望する場合


	 	医師会会員	病院協会会員	左記以外の医療機関
	提出先	所属する地域医師会	病院協会事務局	
感染症対策推進課　医療・検査体制対策室　検査対策係


〒500-8570　岐阜市薮田南2-1-1


	必要書類	外来対応医療機関指定（変更）申請書 [Wordファイル／17KB]、（別紙）基本事項 [Wordファイル／20KB]



設備整備等への支援


・個人防護具は不足する患者受入れ医療機関からの緊急配布要請に対し、G-MISを活用した配布支援を行います。


・外来対応医療機関向け補助金についてはこちらから


　岐阜県新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関確保事業費補助金


　岐阜県新型コロナウイルス感染症対応医療機関設備整備費補助金


院内感染対策への支援


・5月8日以降は、関係学会等の感染対策ガイドラインに沿いつつ安全性だけでなく、効率性も考慮した対応に見直されました。


・院内感染対策についてはこちら


経口抗ウイルス薬を提供可能な薬局について


経口抗ウイルス薬の在庫状況等については各薬局にお問い合わせください。






＜外部リンク＞


PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。（無料）







	このページの内容に関するお問い合わせ先


	
		感染症対策推進課（医療・検査体制対策室　検査対策係）

		
		県庁15階
		電話番号：058-272-1111（内線3348、3349）
		FAX：058-278-3550
		メールでのお問い合わせはこちら
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